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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,677万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,935万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,387万人（26.6%） 3,619万人（28.9%） 3,677万人（30.0%） 3,704万人（38.0%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,632万人（12.8%） 1,872万人（14.9%） 2,180万人（17.8%） 2,446万人（25.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計
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③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (平成29(2017)年4月推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)」より作成

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26
年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）によ
る速報値
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世帯主65歳以上の単独世帯

世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成

今後の介護保険をとりまく状況（１）
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７５歳以上人口の将来推計（２０１５年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018年３月推計）」より作成
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○ 75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩やかで、
2030年頃をピークに減少する。
※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが28道府県、2035年にピークを迎えるのが14県
※沖縄県、東京都、神奈川県、滋賀県では、2040年に向けてさらに上昇

○ 2015年から10年間の伸びの全国計は、1.34倍であるが、埼玉県、千葉県では、1.5倍を超える一方、山
形県、秋田県では、1.1倍であるなど、地域間で大きな差がある。

2015年から2040年までの各地域の高齢化
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三大都市圏及び東京圏の人口が総人口に占める割合
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○三大都市圏の人口シェアの上昇は今後も続くとともに、その増大のほとんどは東京圏のシェア上昇分となると予測さ

れている。

総務省：『都市部への人口集中、大都市等の増加について』より。



居住地域・無居住地域の推移
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○ 2050年までに、現在、人が居住している地域の約２割が無居住化。

○ 現在、国土の約５割に人が居住しているが、約４割にまで減少。

総務省：『都市部への人口集中、大都市等の増加について』より。



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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地域包括ケアシステムの構築について



地域包括ケアシステムが目指している地域の姿

■地域包括ケアシステムが目指すもの
• 少子高齢化の進展により、医療・介護ニーズを有する高齢者が増加する中、それらを支える担い
手の確保等は困難になっていきます。こうした中、地域包括ケアシステムは、中重度の要介護状
態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるよう構築を目指すものです。

• 具体的には、医療介護総合確保法や介護保険法にもあるように、単に地域資源を整備するだ
けでなく、それらの「有機的な連携」を図りながら、「高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」に、さまざまな機能が「包括
的に確保される体制」を目指しています。

２０２５年（令和７年）⇒ 次期（第９期）介護保険事業計画期間中に迎える。

○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第２条（定義）

この法律において、「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、①医療、②介護、③介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの
予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、④住まい及び⑤自立した日常生活の支援が包
括的に確保される体制をいう。

○介護保険法 第５条第３項（地域包括ケアの理念規定）

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう、保険給付に係る①保健医療サービス及び②福祉サービスに関する施策、③要介護状態等となることの予防又は要介護状
態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに④地域における自立した日常生活の支援のための施策を、①医療及び⑤
居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
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これからの
地域づくり戦略

高齢者が集えば、地域が変わる

集い編第1部
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「保険者機能の強化」への対応
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・多くの保険者（介護・高齢者部署）において業務での「地域づくり」は新しい業務。（保健師は例外（地域の健康づくり））
・保険者が「視点を持つ」ことと、直接（直営）事業を担うことは同義ではない。（高齢者・フレイル・認知症等の特性を熟知）
・この部分は保険者（介護・高齢者部署）のみが担うのでは無いことに十分留意する。

（商工部門⇒（地元民間企業））（地域振興・協働（NPO））（生涯学習・公民館（社会教育団体））
・企画・財政部門もこのトレンドについては知ってもらう必要がある。（定数・予算上の考え方との乖離）



自立 人生の最終段階

状態像変化のイメージ

出来事のイメージ

入
院

退
院

急
変

入
院

退
院

看
取
り

在宅療養生活 入院生活 在宅療養生活(施設) 入院生活 本人の希望する
場所

急
変

介護のイメージ

医療のイメージ

体
調
の
変
化

在宅療養生活において、医療と介護は常に表裏一体であり、入院医療が始まったとしても、退院後の
在宅医療・介護へつながることを意識することが重要

★在宅⇒入院・退院⇒在宅のスムーズな移行のための連携
★入院時から退院後の生活をイメージした情報交換等の連携

高齢者の状態像の変化と出来事のイメージ

出典：「在宅医療・介護連携推進事業の手引き(Ver.3)」厚生労働省老健局老人保健課（令和２年9月）
を発表者が改変
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どの段階のどのあたりににわがまちの「強み」「弱み」があるのか？
住民のニーズや意識、客観的に必要性の高い部分はどの段階なのか。

事業対象者
要支援・要介護

プレフレイル



第92回・第93回社会保障審議会介護保険部会（R4 . 3 . 2 4／R4 . 5 . 1 6 )における
「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進」に係る主なご意見について

12

＜保険者機能の強化＞

○ 保険者のあり方について、持続可能性の観点から保険者の広域化を含め様々な方策の検討を行い早急に具体化する必要がある

○ 今後の効率的な運営・人口減少・超高齢化を踏まえ、保険者の広域化など人口構成に応じた保険者の在り方について、今後も検
討課題とすべき。

○ 医療や介護の様々なサービスを各自治体が全て準備することは難しく、また複雑すぎる仕組みは事業者も住民も把握できなくな
るので、サービスの広域化・相互活用など各自治体がお互いの資源を有効活用していく方策を検討すべき。

○ インセンティブ交付金について、本来、自立支援・重症化予防等の取組はインセンティブの有無にかかわらず保険者として当然
取り組むべきこと。将来的には、未実施の保険者にペナルティを付け、実施した保険者に加点するなど、交付金を用いず財政中立
で実施する事も考えるべき。

○ 自治体における自立支援・重度化防止の取組が進むよう、インセンティブ交付金については、地域の実情も反映した、よりイン
センティブが働くような適切な評価をすることが大事。

○ 持続可能性を確保していくために、効率的・効果的な介護給付の推進、適正化は不可欠。主要５事業の費用対効果の検証、事業
項目・内容の見直しを行うとともに、計画のばらつきをなくすためにも、定性的な記載にとどまらずに、定量的な目標の設定、達
成状況の検証など、PDCAがしっかり回せるような計画の作成を徹底すべき。また、国や都道府県においては適正化事業の支援を
しっかりと行うべき。

○ 介護給付適正化５事業のケアプラン点検について、引き続き検証や集団指導等を通じた質の向上を進めるとともに、今後は、先
進的に行われている地域から、量的な目標についても検討すべき。

○ １人当たり介護給付費が同額程度の地域でも認定率に差がある場合や、その逆のケースもある。各地域の実態等を検証した上
で、地域差の解消に向けた取組を推進することが必要。

○ 要介護認定の認定率の地域差についても問題意識がある。利用者本位で公正、迅速な要介護認定の実現に向けた取組継続が必
要。

第９４回社会保障審議会介護保険部会

R4.5.30 資料7より



地域包括ケアシステムに関する保険者への期待と支援
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• 人口減少局面を迎える中、2025年から2040年も見据えれば、保険者が、それぞれの地域
の実情に応じた地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に取り組んでいただくことが重要。

• 介護予防の取組や地域づくりなど、今後、生産年齢人口が減少していく中で、担い手不足な
どの地域資源の制約が厳しくなることは避けられず、地域の実情によって施策や事業の優先順
位を付けながら取り組んで頂くことも必要。

• そのためには、保険者が事業ありきではなく、自らの地域の実情や課題を正確に把握することが
重要であり、地域包括ケアシステムの構築状況を点検して地域分析を強化するともに、地域
のビジョンを共有して、その実現のために住民とともに規範的統合を進めながら、施策・事業を
展開する必要がある。

• 地域分析にあたっては資源の多寡等に影響される「総花的」な考え方ではなく、上記目標の
達成に資する取組が何かを、地域の自主性や主体性に基づき判断できるような支援を保険
者に提供する必要があるのではないか。

⇒保険者（市町村）が、地域の実情を正しく把握した上で、それに応じた取組を自律的に展開
するための「地域マネジメント力」の強化を図る必要。

⇒保険者支援が重要 ⇒ R4.4 老健局内 「保険者機能強化支援室」設置
R4年度『地域づくり加速化事業』（伴走型支援）

※本老健事業も同様の目的をもって設定したもの



（参考）地域づくり加速化事業

○ 団塊世代（1947～1949年生）が全員75歳以上を迎える2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築を図るため、
市町村の地域づくり促進のための支援パターンに応じた支援パッケージを活用し、①有識者による市町村向け研修（全
国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事業の実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を
行うものである。

○ 支援の実施にあたっては、地域偏在が起きないよう留意するとともに、都道府県及び地方厚生（支）局の担当者も参加
することにより、本事業が終了した後も、支援実施のノウハウが継承されていくよう取り組みを進める。

事業概要

市町村
①-1 全国の市町村

①-2 ブロック毎
（８厚生局単位）の
市町村

②８ブロック×３市町村
＝２４市町村

※①～②すべて、市町村
職員、地域包括支援
センター職員、生活支援
コーディネーター等を対象

国
（本省）

都道府県

地方厚生(支)局

委託・連携

協力

有識者等
（地域の実践者等）

委託事業者
（民間シンクタンク等）

委嘱・連携

（項）介護保険制度運営推進費（目）要介護認定調査委託費 令和４年度予算額 75,000千円（新規）

（支援方法）

①-1 全国研修（講演＋事例発表）

①-2 ブロック別研修（講演＋事例発表＋演習）

②伴走的支援（有識者等による現地支援）

※①はオンラインを想定

＜事業イメージ＞

支援パッケージの活用
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